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                  資料１ 

 

中央新幹線事業に係る環境影響評価手続きについて 

 

１ 事業概要 

  事 業 者  東海旅客鉄道株式会社 

  事 業 名 称 中央新幹線（東京都・名古屋市間） 

  事 業 の 種 類  新幹線鉄道の敷設（環境影響評価法第１種事業） 

  起  終  点  起   点：東京都港区 

          終   点：愛知県名古屋市 

          主な経由地：甲府市付近、赤石山脈（南アルプス）中南部 

 

２ 手続きの経過 

 平成２３年 ６月 ７日 事業者が計画段階環境配慮書を公表 

        ９月２６日 事業者が県に方法書を提出（H24.2.28 知事意見提出） 

平成２５年 ９月１８日 事業者が県に準備書を提出（H26.3.25 知事意見提出） 

平成２６年 ４月２３日 事業者が国土交通大臣に評価書を提出（H26.7.18 大臣意見提出） 

      ８月２６日 事業者が国土交通大臣、県、関係市町に補正後の評価書を提出 

令和 ３年 ４月１３日 「中央新幹線長島トンネル新設工事における環境保全について（名古

屋方）」を公表 

      ４月２９日 工事着手 

令和 ４年 ２月 ２日 「国道 418 号における資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による 

大気質、騒音、振動について」を提出（未公表） 

   

３ 審査会開催の理由 

県は、環境影響評価法に基づきＪＲ東海が作成した環境影響評価準備書に対する岐阜県知事意見

書(平成２６年３月２５日)において、施設の工事計画や環境保全措置について報告を求めるととも

に、必要に応じて環境影響審査会を開催し、環境保全上の意見を提出するため環境保全措置に十分

反映することを求めている。 

国道 418 号（恵那市武並町藤）においては、「長島トンネル（名古屋方）」のほか、「日吉トンネ

ル（武並工区）」及び「藤川高架橋」に係る工事が予定されている。評価書においては、資材等の運

搬に係る車両の運行台数を、年間発生台数 63,732 台、発生集中交通量 552 台（／日）と想定し、

環境影響評価を行っていた。 

トンネルの掘削工程に変更が生じたことにより、年間発生台数及び発生集中交通量が増加するた

め、資材等を運搬する車両の運行による大気質、騒音、振動への影響の予測を改めて行い、報告書

として提出された。報告された環境影響の再評価について確認するため、当審査会を開催する。 
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○中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【岐阜県】（補正後） 

 6-3 岐阜県知事の環境の保全の見地からの意見（H26.3.25）及びそれについての事業者の見解 

 表 6-3-1 岐阜県知事からの意見と事業者の見解（抜粋） 

岐阜県知事からの意見 事業者の見解 

第１ 総括的な事項について 

３ 本意見書に基づく県等の対応 

(１)本意見書に基づいて県及び関係市町に

報告等を行う際は、十分な時間的余裕を持

って行うこと。 

 

岐阜県知事の意見に基づいて県及び関係市町に報

告等を行う際は、できる限り早い段階で、県及び関

係市町と調整のうえ、適切に対応してまいります。 

(２)県は、(１)の報告等があった場合には、

必要に応じて審査会を開催するなど、更に

環境保全上の意見を提出することとして

いるので、これを環境保全措置に十分に反

映すること。 

県から当社に対し環境保全上の意見が提出された

場合は、それを環境保全措置に反映させるなど、適

切に対応してまいります。 

第２ 工事計画について 

１ 施設の概要 

(３)施設の仕様、工事計画、環境影響及びそ

の保全措置について、県及び関係市町に報

告するとともに、工事説明会等の機会を利

用して地域住民等に丁寧に説明すること。 

 

 

鉄道施設の概要、工事方法、環境への配慮について

は、以下の見解に記載のとおり、工事説明会等におい

て地元の方々に丁寧にご説明してまいります。また、

県を窓口に密接な連携をとりながら関係市町との連

絡体制を整えるとともに、地元住民の方々からのご意

見等を直接お伺いする窓口を設置いたします。 

 


